
資料１ 

第８回における論点 

 

 

１ 業務による心理的負荷評価表の検討 

（１）「具体的出来事」の類型④に関して、「強」「中」「弱」と判断する具体例

や総合評価の視点について、どのような内容を示すべきか。 

 

・ これまで検討してきた「具体的出来事」の内容やその考え方、これまでの裁判例、

裁決例等を踏まえ、「強」「中」「弱」と判断する具体例や総合評価の視点について、

追記、修正等すべき事項として、どのようなものがあるか。 

 

 

２ 精神障害の労災認定要件③ 

（１）精神障害の労災認定要件のうち、「３ 業務以外の心理的負荷及び個体

側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと」について、医学

的知見の状況等を踏まえ、妥当なものと考えてよいか。 

 

（認定要件） 

１ 対象疾病を発病していること。 

２ 対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められ

ること。 

３ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められな

いこと。 

 

（２）業務以外の心理的負荷について、現行認定基準においては、別表２によ

り評価を行っているが、これについて、医学的知見の状況等を踏まえ、妥

当なものと考えてよいか。 

 

（３）個体側要因について、現行認定基準においては、その有無とその内容に

ついて確認し、個体側要因の存在が確認できた場合には、それが発病の原

因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討することとしてい

るが、これについて、医学的知見の状況等を踏まえ、妥当なものと考えて

よいか。 
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１　業務による心理的負荷評価表の検討

参考事項

　別紙のたたき台で検討してはどうか。

裁判例：第３回資料３
裁決例：資料４

２　精神障害の労災認定要件③

参考事項

労災補償状況：平成24年度から令和３年度の決定件数計14,829件のうち、
本要件を満たさないとして業務起因性が否定された事案は８件であって、
このうち、業務以外の心理的負荷により発病したと判断されたもの７件、
個体側要因により発病したと判断されたもの３件（重複あり）であった。

現行認定基準：
第２ 認定要件
　次の１、２及び３のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行
規則別表第１の２第９号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
１ 対象疾病を発病していること。
２ 対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、業務による強い心理的負荷
が認められること。
３ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと。

裁判例：資料２（第３回資料３の再掲）
　業務以外の心理的負荷に関する事例　A9、B11、B15、B20、B27、B32、
B42、B48

現行認定基準：別表２の内容は別紙のとおり

裁判例：資料２（第３回資料３の再掲）
　個体側要因に関する事例　A5、A10、B1、B7、B43、B45、B48、B50

※　具体的な例示については発病の有無や悪化等の関係も踏まえ、具体的
な決定事例を踏まえて検討する必要があるのではないか。

Ｂ　業務以外の心理的負荷について、現行認定基準においては、別表２により評価を行っているが、こ
れについて、医学的知見の状況等を踏まえ、妥当なものと考えてよいか。

・　強度が「Ⅱ」又は「Ⅰ」の出来事しか認められない場合は、原則として、業務外の心理的負荷によ
り発病したことが明らかとは判断できないものと取り扱っている。
・　「Ⅲ」の出来事のうち心理的負荷が特に強いものがある場合や、「Ⅲ」の出来事が複数ある場合等
については、それらの内容等を詳細に調査の上、それが発病の原因であると判断することの医学的な妥
当性を慎重に検討することとしている。

Ｃ　個体側要因について、現行認定基準においては、その有無とその内容について確認し、個体側要因
の存在が確認できた場合には、それが発病の原因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討
することとしているが、これについて、医学的知見の状況等を踏まえ、妥当なものと考えてよいか。

・　業務による強い心理的負荷が認められる事案であって個体側要因によって発病したことが医学的に
見て明らかな場合を例示することについて、どのように考えるか。
　＊　就業年齢前の若年期から精神障害の発病と寛解を繰り返しており、請求に係る精神障害がその一
連の病態である場合
　＊　重度のアルコール依存状況がある場合

認定基準の検証に係る具体的な論点（たたき台）

具体的な論点

Ａ　「具体的出来事」の類型④に関して、「強」「中」「弱」と判断する具体例や総合評価の視点につ
いて、どのような内容を示すべきか。

Ａ　精神障害の労災認定要件のうち、「３　業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発
病したとは認められないこと」について、医学的知見の状況等を踏まえ、妥当なものと考えてよいか。

・　認定基準においては、
①　業務以外の心理的負荷及び個体側要因が認められない場合
②　業務以外の心理的負荷又は個体側要因は認められるものの、業務以外の心理的負荷又は個体側要因
によって発病したことが医学的に明らかであると判断できない場合
に、本要件を満たすものとしている。

具体的な論点
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業務による心理的負荷評価表に係る出来事の追加・修正・削除（たたき台）

（参考）

具 体 的 出 来 事
負荷の
強度

具体的出来事
負荷の
強度

これまでのご意見 第５回案

④ 20 退職を強要された Ⅲ Ⅲ

21 配置転換があった Ⅱ
転勤・配置転換等が
あった
※　出向を含む。

Ⅱ
・出向を含めるため、「等」
を追記すべき

転勤・配置転換が
あった

22 転勤をした Ⅱ 項目21に統合 －

23
複数名で担当してい
た業務を１人で担当
するようになった

Ⅱ 項目15に統合 －

24

非正規社員であると
の理由等により、仕
事上の差別、不利益
取扱いを受けた

Ⅱ
雇用形態や国籍、性
別等を理由に、不利
益な処遇等を受けた

Ⅱ

・不利益な処遇等の前提とな
る理由を示す必要があるので
はないか
・何ら前提となる理由の明示
がないと、想定される対象が
広すぎて当てはめがしにくい
のではないか

業務に関連し、不
利益な処遇等を受
けた

25
自分の昇格・昇進が
あった

Ⅰ
自分の昇格・昇進等
の立場・地位の変更
があった

Ⅰ

・「昇格・昇進」は通常「労
働条件の変更」とはいわない
ので、身分・立場の変更にし
てはどうか

自分の昇格・昇進
等の労働条件の変
更があった

26 部下が減った Ⅰ 項目15に統合 －

27
早期退職制度の対象
となった

Ⅰ 項目25に統合 －

28
非正規社員である自
分の契約満了が迫っ
た

Ⅰ
雇用契約期間の満了
が迫った

Ⅰ

・非正規雇用に限らず、当該
事業場での雇用期間の期限・
満了が迫ったと包括的に捉え
る形にしたほうがいいのでは
ないか

非正規雇用労働者
である自分の契約
満了が迫った

役割・
地位の
変化等

出来事の
類型

項目
番号

現行 改正案
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（具体的出来事）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 弱 中

20

④役
割・地
位の変
化等

退職を強
要された ☆

・　解雇又は退職強要・退職勧奨の
に至る理由・経過、退職強要等の
態様、強要の程度、職場の人間関
係等
・　解雇に至る理由・経過、解雇通
告や理由説明の態様、職場の人間
関係等

（注）ここでいう「解雇又は退職強要」に
は、労働契約の形式上期間を定めて雇
用されている者であっても、当該契約が
期間の定めのない契約と実質的に異な
らない状態となっている場合の雇止め
の通知を含む。

【「弱」になる例解説】
・　退職勧奨が行われたが、その方
法、頻度等からして退職強要とは
いえず、断ることによって終了し、
職場の人間関係への悪影響もな
かったない場合には、その方法等
から｢弱」又は｢中」と評価
・　業務状況や労働条件に関する
面談の中で上司等から退職に関す
る発言があったが、客観的に退職
勧奨がなされたとはいえないもので
あった

【「中」になる例解説】
・　退職勧奨が行われたが、その方
法、頻度等からして強要とはいえな
いものであった場合には、その方
法等から｢弱」又は｢中」と評価

21
転勤・配置
転換等が
あった

☆

・　職種、職務の変化の程度、転
勤・配置転換等の理由・経過等
・　転勤の場合、単身赴任の有無、
海外の治安の状況等
・　業務の困難性、能力・経験と業
務内容のギャップ等
・　その後の業務内容、業務量の
程度、職場の人間関係、職場の支
援・協力の有無及び内容等

（注）出向を含む。

【「弱」になる例】
・　以前に経験した場所・業務であ
る等、転勤・配置転換等の後の業
務が容易に対応できるものであり、
変化後の業務の負荷が軽微であっ
た

【「中」である例】
・　過去に経験した場所・業務では
ないものの、経験、年齢、職種等に
応じた通常の転勤・配置転換等で
あり、その後の業務に対応した。

（注）ここでの「転勤」は、勤務場所
の変更であって転居を伴うものを指
す。「配置転換」は、所属部署（担
当係等）、勤務場所の変更を指し、
転居を伴うものを除く。

24

雇用形態
や国籍、
性別等を
理由に、
不利益な
処遇等を
受けた

☆

・　差別・不利益取扱いな処遇等の
理由・経過、内容、程度、職場の人
間関係等
・　その継続する状況

【「弱」になる例】
・　労働者社員間に処遇の差異が
あるが、その差は小さいものであっ
た、又は理由のあるものであった
・　軽微な不利益処遇を受けたが、
理由のあるものであった（客観的に
は不利益とはいえないものも含む）
・　不正行為等の疑いのため事実
確認の間、自宅待機等が命じられ
たが、他の例と比べても均衡を失
するものではなく、会社の手続に瑕
疵はなかった

【「中」である例】
・　非正規雇用労働者であるなどの
雇用形態や国籍、性別等社員であ
るとの理由、又はその他の理由に
より、仕事上の差別、不利益な処
遇等取扱いを受けた
・　業務の遂行から疎外・排除され
る取扱いを受けた

25

自分の昇
格・昇進等
の立場・地
位の変更
があった

☆

・　職務・責任、職場における役割・
位置付けの変化の程度等
・　その後の業務内容、職場の人
間関係等

（注）立場の変更には早期退職制
度の対象となったこと等を含む。

【「弱」である例】
・　昇進し管理業務等を新たに担当
することとなったが、本人の能力や
経験と乖離したものではなかった
・　早期退職制度の対象となり、年
齢等の要件に合致して早期退職者
の募集とこれに係る個人面談が複
数回なされたが、当該制度の利用
が強いられたものではなかった

【解説】【「中」になる例】
・　本人の経験等と著しく乖離した
責任が課せられたものであったが、
職場内における研修・支援等があ
り、昇進後の職責を果たしたる等の
場合に、昇進後の職責、業務内容
等から評価するが、「強」になること
はまれ

28

雇用契約
期間の満
了が迫っ
た

☆
・　契約締結時、期間満了前の説
明の有無、その内容、その後の状
況、職場の人間関係等

【弱である例】
・　契約期間の満了が迫ったが、契
約更新が見込まれるものであった
・　契約終了（雇止め）の通告が
あったが、事前に十分な説明が尽く
される等、契約更新が期待されるも
のではなかった
・　派遣先における派遣期間の終
了が迫ったが、派遣元において雇
用維持がなされる状況であった

【解説】【「中」になる例】
・　事前の説明が尽くされていない
に反した突然の契約終了（雇止め）
通告であり契約終了までの期間が
短かった等の場合に、その経過等
から評価するが、「強」になることは
まれ

【「強」になる例】
・　契約の更新等を強く期待することが合理的な状況で
あった（上司等がそのような言動を継続的に行っていた）に
もかかわらず、突然に契約終了（雇止め）が通告され、通
告時の態様も著しく配慮を欠くものであった（B45)

【「強」になる例】
・　雇用形態や国籍、人種、信条、性別等を理由になされ
た仕事上の差別、不利益取扱いの程度が著しく大きく、人
格を否定するようなものであって、かつこれが継続した

業務による心理的負荷評価表に係る「強」「中」「弱」の具体例及び総合評価の視点（たたき台）

○　退職を強要された

【「強」である例】
・　退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、
長時間にわたり又は威圧的な方法等により、執拗に退職
を求められた（B36,B38）
・　恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された
・　突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく
又は明らかに不合理な理由が説明され、更なる説明を求
めても応じられず、撤回されることもなかった（B7）

【「強」になる例】
・　転勤先は初めて赴任する外国であって現地の職員との
会話が不能、治安状況が不安といったような事情から、転
勤後の業務遂行に著しい困難を伴った
・　配置転換後の業務が、過去に経験した業務と全く異な
る質のものであり業務に従事することとなったため、これ配
置転換後の業務に対応するのに多大な労力を費した
・　配置転換後の地位が、過去の経験からみて異例なほど
重い責任が課されるものであり、これに対応するのに多大
な労力を費しった
・　左遷された（明らかな降格であって配置転換としては異
例、不合理なものであり、職場内で孤立した状況になった）

【「強」になる例】
本人の経験等と著しく乖離した重い責任・極めて困難な職
責が課せられ、職場の支援等もなされず孤立した状態で
当該職責を果たすこととなり、当該昇進後の業務に多大な
労力を費した

出来事
の類型

平均的な心理的負荷の強度

心理的負荷の総合評価の視点
心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例

具体的
出来事

心理的負荷の強度

強
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